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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を照射するＸ線照射手段と、二次元状に配列された画素により構成されるＸ線検出
手段と、該Ｘ線検出手段により画素毎に読み出された画像情報を隣接する画素の画像情報
と加算する加算手段と、前記Ｘ線照射手段により照射されるＸ線の照射野の大きさと前記
加算手段で加算する画素の範囲とに応じて、前記Ｘ線照射手段の管電流を制御する制御手
段とを有し、該制御手段は、前記照射野の大きさを小さくするに従い前記管電流を大きく
すると共に前記画素加算の範囲を少なくする制御と、前記照射野の大きさを変えない場合
には、前記画素加算の範囲が大きくなるに従い前記管電流を小さくする制御とを行うこと
を特徴とするＸ線透視撮影装置。
【請求項２】
　Ｘ線を照射するＸ線照射手段と、二次元状に配列された画素により構成されるＸ線検出
手段と、該Ｘ線検出手段により画素毎に読み出された画像情報を隣接する画素の画像情報
と加算する加算手段と、前記Ｘ線照射手段により照射されるＸ線の照射野の大きさと前記
Ｘ線照射手段の管電流とに応じて前記加算手段における加算する画素の範囲を制御する制
御手段とを有し、該制御手段は、前記照射野の大きさを小さくするに従い前記管電流を大
きくすると共に前記画素加算の範囲を少なくする制御と、前記照射野の大きさを変えない
場合には、前記管電流が大きくなるに従い前記画素加算の範囲を小さくする制御とを行う
ことを特徴とするＸ線透視撮影装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体を透過したＸ線像を可視化するＸ線透視撮影装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線撮影装置を使用した画像診断分野、特に透視撮影装置ではＩ.Ｉ.(イメージインテ
ンシファイア)－テレビシステムが広く用いられている。即ち、図６に示すようにＸ線管
球１からのＸ線をＸ線絞り２を介して被検体Ｐに照射し、被検体Ｐ内を透過した透過Ｘ線
を検出器ユニット３で検出して画像信号に変換し、変換された画像信号を画像処理手段４
を経てモニタ５に画像として表示するようになっている。
【０００３】
　被検体Ｐに照射されるＸ線はＸ線絞り２を介することにより、撮影上必要とされる所定
の範囲にのみ照射されるように設定される。検出器ユニット３は被検体Ｐの透過Ｘ線をＩ
.Ｉ．３ａにより可視光の光学像に変換し、変換された光学像を光学系３ｂによりテレビ
カメラ３ｃに導き、この光学像をテレビカメラ３ｃで画像信号に変換する。
【０００４】
　画像処理手段４は入力された画像信号をデジタル画像データに変換して、画像拡大・縮
小、画像位置の移動、画像データの加減算等の種々の演算、画像処理を行う。また、記録
装置６は画像処理前或いは画像処理後のデジタル画像データの記録・保管を行うものであ
り、被検体ＰにＸ線を連続的又はパルス的に照射して撮影された動画像を保管したり、動
画像を観察しながら任意のタイミングで撮影された静止画像を保管することも可能である
。
【０００５】
　このような透視撮影装置のＩ.Ｉ．３ａの入力面３ａ’に入射する被検体Ｐの透過Ｘ線
の撮影可能な領域を視野サイズと呼んでいる。通常のＩ.Ｉ．３ａの最大視野サイズはそ
の口径により定まり、設定可能な視野サイズはステップ的に切換わるようになっている。
被検体Ｐの撮影では、この視野サイズを設定することにより撮影領域の大きさを決定して
いる。
【０００６】
　また、この視野サイズを小さくすることにより、拡大された解像度の高い光学像を得る
ことも可能である。１２インチのＩ.Ｉ.３ａであれば、例えば１２、９、７.５、６イン
チの４つのサイズに切換えられるようになっていて、視野サイズを６インチに設定すると
１２インチの４倍の拡大率(解像度)での撮影も可能となる。
【０００７】
　更に、特許文献１においては、撮影部位及び透視モード、撮影モードに応じてＸ線像の
適切な可視化を行うことができるＸ線診断装置が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特許第２７８６８４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述の従来装置には次に述べるような問題点がある。被検体Ｐの撮影に
おいて、目的部位の撮影の位置決めを行う際の透視撮影では、広領域かつ高感度、低Ｘ線
量であることが望ましく、また透視撮影を行う動画像撮影や静止画像撮影を行うスポット
撮影では、高Ｓ/Ｎかつ高解像度であることが好ましい。また、何れの撮影においても、
被検体Ｐの撮影領域は自在に設定できることが望まれている。
【００１０】
　例えば、透視撮影時に広範囲な撮影画像から、目的部位の透視撮影やスポット撮影が必
要な領域（関心領域）を特定する際に、より鮮明な高Ｓ/Ｎの画像を得るために、照射さ
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れるＸ線量を増加して撮影したり、解像度を上げて撮影したり、徐々に撮影領域を狭めな
がら関心領域を追い込んでゆく場合に、上述の要望が高い。
【００１１】
　しかし、このような撮影の場合に、Ｘ線の照射条件とＸ線絞りの設定やＩ.Ｉ.３ａの視
野サイズの設定を独立に行わなければならず、操作性に難点がある。
【００１２】
　また、透視撮影中にＩ.Ｉ.３ａの視野サイズをよりも小さなサイズに切換えた場合に、
選択された視野サイズに合わせて、Ｘ線絞り２の開度を制御してＸ線照射領域を視野サイ
ズに一致させる技術も知られているが、Ｘ線絞り２の移動中に可視化されない無駄なＸ線
が照射されることになる。
【００１３】
　本発明の目的は、上述の課題を解消し、透視撮影や関心領域の動画像撮影やスポット撮
影のそれぞれに応じた所望のＸ線像を、簡略化された操作により撮影を可能とし、被検体
への被曝線量を低減させ得るＸ線透視撮影装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するための本発明に係るＸ線透視撮影装置は、Ｘ線を照射するＸ線照射
手段と、二次元状に配列された画素により構成されるＸ線検出手段と、該Ｘ線検出手段に
より画素毎に読み出された画像情報を隣接する画素の画像情報と加算する加算手段と、前
記Ｘ線照射手段により照射されるＸ線の照射野の大きさと前記加算手段で加算する画素の
範囲とに応じて、前記Ｘ線照射手段の管電流を制御する制御手段とを有し、該制御手段は
、前記照射野の大きさを小さくするに従い前記管電流を大きくすると共に前記画素加算の
範囲を少なくする制御と、前記照射野の大きさを変えない場合には、前記画素加算の範囲
が大きくなるに従い前記管電流を小さくする制御とを行うことを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係るＸ線透視撮影装置は、Ｘ線を照射するＸ線照射手段と、二次元状に配列さ
れた画素により構成されるＸ線検出手段と、該Ｘ線検出手段により画素毎に読み出された
画像情報を隣接する画素の画像情報と加算する加算手段と、前記Ｘ線照射手段により照射
されるＸ線の照射野の大きさと前記Ｘ線照射手段の管電流とに応じて前記加算手段におけ
る加算する画素の範囲を制御する制御手段とを有し、該制御手段は、前記照射野の大きさ
を小さくするに従い前記管電流を大きくすると共に前記画素加算の範囲を少なくする制御
と、前記照射野の大きさを変えない場合には、前記管電流が大きくなるに従い前記画素加
算の範囲を小さくする制御とを行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係るＸ線透視撮影装置によれば、透視撮影や関心領域の動画像撮影やスポット
撮影それぞれに応じた所望のＸ線像が、簡略化された操作により撮影可能となる。
【００２０】
　更に、撮影中の操作の簡略化によって撮影時間が短縮され、被検体への被曝線量の低減
が可能となる。
【実施例１】
【００２４】
　図１はＸ線透視撮影装置の実施例１を示すブロック構成図である。この撮影装置におい
ては、被検体ＰにＸ線を照射するＸ線管球１１の前方に、Ｘ線照射野を決定するＸ線絞り
１２、被検体Ｐが乗る天板１３、被検体Ｐを透過したＸ線を検出するＸ線平面検出器１４
が順次に配列されている。
【００２５】
　Ｘ線平面検出器１４の出力は、Ｘ線平面検出器１４から画像データを読み出す読出回路
１５、読み出された画像データに画像処理を施す画像処理部１６、画像データを可視化す
るテレビモニタなどの表示部１７に順次に接続され、画像処理部１６内には画像データを
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保管するメモリ部１８、演算部１９が設けられている。
【００２６】
　Ｘ線絞り１２の近傍には、Ｘ線絞り１２の開度を検知する開度検知手段２０が設けられ
、その出力は制御部２１に接続されている。また、Ｘ線絞り１２には、その開き量を指定
する照射野設定手段２２の出力が接続され、更に照射野設定手段２２の出力は制御部２１
に接続されている。
【００２７】
　制御部２１には、撮影に関連する各制御パラメータの入力や指定の操作を行う入力手段
２３が接続されていると共に、制御部２１内には記憶部２４が設けられている。また、制
御部２１の出力はＸ線管球１１、読出回路１５、演算部１９に接続されている。更に、Ｘ
線照射方向に関するＸ線管球１１、被検体Ｐ、天板１３とＸ線平面検出器１４との相互の
距離は、撮影中固定されている。
【００２８】
　図２はＸ線平面検出器１４、読出回路１５の構造と作動を示す概念図である。Ｘ線平面
検出器１４に被検体Ｐを透過したＸ線が入射すると、Ｘ線は図示しない蛍光板によって光
に変換され、二次元状に配列された光電変換素子１４ａにおいてＸ線強度に応じた電荷が
発生する。この電荷は変換素子１４ａ内部の蓄積部に蓄積されて、被検体ＰのＸ線画像が
二次元状の電荷分布に変換される。
【００２９】
　続いて、最上列の各変換素子１４ａに備えられた転送部１４ｂのＴＦＴ(thin-film tra
nsistor)に転送パルスＰが送られ、転送部１４ｂにスイッチ信号が入力される。このとき
、変換素子１４ａに蓄積された電荷は、転送部１４ｂを通して読出回路１５のマルチプレ
クサ１５ａのスイッチ１５ｂに転送され、スイッチ１５ｂが１個ずつ１５ｂ１、１５ｂ２
、・・・の順に接続することにより、最終的に信号出力端子１５ｃに順次に転送され、最
上列１ライン分の画像信号の読み出しが完了する。
【００３０】
　読み出された画像信号は、図示しない増幅器やＡ/Ｄ変換器等を介してデジタル画像デ
ータに変換される。このようにして、最上列から最下列に順次に転送パルスＰを送り、こ
れに同期してマルチプレクサ１５ａのスイッチ１５ｂが左から右に順次に接続されること
により、Ｘ線平面検出器１４の全面の画像信号の読み出しが行われ、画像処理部１６のメ
モリ部１８にはＸ線画像がデジタル画像データとして記憶保管される。
【００３１】
　通常、被検体Ｐの特定部位の撮影による診断では、撮影領域を狭くした場合ほど、より
詳細な画像を観察したいという要求が多い。例えば、撮影部位が心臓近辺の場合で、胸部
全体の画像から撮影領域を狭めながら腫瘍等の関心領域を特定したい場合や、関心領域を
より詳細に観察したい場合がある。
【００３２】
　この実施例では、診断上必要とされる撮影部位や撮影領域の大きさ、解像度や画質に応
じて、Ｘ線が照射される照射野の大きさとＸ線の照射条件等の相関テーブルが、撮影前に
予め入力されて記憶されている。Ｘ線の照射条件としては、例えば管電圧、管電流、パル
ス照射のパルス幅やパルスレート等が考えられる。
【００３３】
　図３は撮影部位と照射野の大きさの関連の例を示す説明図である。胸部全体Ｂ、心臓近
辺Ｈ、心臓近辺Ｈの関心領域Ｃを撮影するために必要十分な照射野の大きさをそれぞれＲ
１、Ｒ２、Ｒ３とし、胸部全体Ｂは低解像度の画像、心臓近辺Ｈは中解像度の画像、関心
領域Ｃは高解像度の画像を撮影するとすると、表１に示すような相関テーブルが撮影前に
設定、記憶される。ただし、管電流（Ａ）はＡ１＜Ａ２＜Ａ３の関係にある。
【００３４】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表１
　　照射野Ｒ　　　　管電圧（Ｖ）　　管電流（Ａ）　読出方法／演算方法
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　Ｒ≦Ｒ３　　　　　　Ｖ１　　　　　Ａ３　　　　　　画素加算なし
　Ｒ３＜Ｒ≦Ｒ２　　　Ｖ１　　　　　Ａ２　　　　　　４画素加算
　Ｒ２＜Ｒ≦Ｒ１　　　Ｖ１　　　　　Ａ１　　　　　　１６画素加算
【００３５】
　この相関テーブルの例では、撮影部位が胸部全体Ｂに限定されるので管電圧（Ｖ）は一
定となっているが、管電流（Ａ）は高解像度、高Ｓ/Ｎの画像が要求される撮影領域ほど
大きくなっている。
【００３６】
　図４は作動のフローチャート図であり、先ず相関テーブルが入力手段２３から撮影前に
予め入力され（ステップＳ１）、記憶部２４に記憶される（ステップＳ２）。次に、撮影
者が照射野設定手段２２により照射野ＲをＲ１に設定すると（ステップＳ３）、Ｘ線絞り
１２が図示しない駆動機構により自動的に所定量だけ開く（ステップＳ４）。Ｘ線管球１
１と被検体ＰとＸ線平面検出器１４との相対距離は一定なので、Ｘ線絞り１２の開き量は
照射野Ｒの設定された大きさに連動して一義的に決定される。この照射野Ｒの設定におい
ては、Ｘ線絞り１２を手動操作しても支障はない。
【００３７】
　照射野Ｒが設定されると同時に、照射野設定手段２２による設定値又は開度検知手段２
０による開度値の何れかが制御部２１に送信され（ステップＳ５）、表１の相関テーブル
に基づいた照射条件により、被検体Ｐの胸部全体ＢにＸ線が照射される（ステップＳ６）
。この例では、撮影部位が胸部全体Ｂなので照射野の大きさはＲ１であり、相関テーブル
の第３行目の条件が適用され、照射されるＸ線の管電圧（Ｖ）は照射野Ｒ１の大きさに依
存せずに一定値Ｖ１であるが、管電流（Ａ）は小電流Ａ１となる。
【００３８】
　照射されたＸ線は被検体Ｐの胸部を透過してＸ線平面検出器１４に入射後に、読出回路
１５により読み出されて画像信号に変換される。更に必要に応じて、読出回路１５による
画像信号の読出方法も相関テーブル上で関連付けることができる。この例では、互いに隣
接する４×４(＝１６)画素の画像信号を１画素分の画像信号として加算して読み出すよう
に制御される（ステップＳ７）。
【００３９】
　即ち、図２で説明した二次元状に配列された変換素子１４ａのうち、互いに隣接する最
上列４列の変換素子１４ａの転送部１４ｂに同時に転送パルスＰが送られ、転送部１４ｂ
であるＴＦＴにスイッチ信号が入力される。すると、縦に隣接する４画素の画像信号が同
時にマルチプレクサ１５ａのスイッチ１５ｂに転送される。そして、隣接する４つのスイ
ッチ１５ｂが同時に接続されると、隣接する１６画素の画像信号を同時に加算して読み出
すことができる。
【００４０】
　この隣接するマルチプレクサ１５ａの４つのスイッチ１５ｂの同時接続を左から右に順
次に繰り返すことにより、最上列４列分の画像信号の読み出しが１６画素毎に完了する。
この動作を最上列から最下列へ順次に繰り返すことにより、１６画素の画像信号を１画素
分として読み出すことができる。このように読み出された画像信号は、胸部全体ＢのＸ線
画像として表示部１７に表示される（ステップＳ８）。
【００４１】
　表示された画像は、互いに隣接する１６画素の画像信号を１画素分として表示された低
解像度の画像である。一方、Ｘ線照射の際にＸ線管球に流れる管電流Ａ１が小さいので、
被検体Ｐの単位面積当たりの被爆線量も小さいが、隣接する１６画素に照射されるＸ線量
が加算されて１画素分の画像データとして扱われるので、表示される１画素分の見かけ上
のＸ線量は概略１６倍となる。
【００４２】
　別の例として、心臓近辺Ｈを撮影するために、撮影者が照射野設定手段２２により照射
野ＲをＲ２に設定すると（ステップＳ３）、Ｘ線絞り１２が所定量だけ閉じる（ステップ
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Ｓ４）。同時に、照射野設定手段２２による設定値又は開度検知手段２０による開度値の
何れかが制御部２１に送信され（ステップＳ５）、表１の相関テーブルに基づいた照射条
件により被検体Ｐの心臓近辺ＨのみにＸ線が照射される（ステップＳ６）。即ち、Ｘ線の
管電圧（Ｖ）は一定値Ｖ１であるが、管電流（Ａ）は中電流Ａ２となる。照射されたＸ線
は被検体Ｐの心臓近辺Ｈを透過してＸ線平面検出器１４に入射後に、読出回路１５により
読み出されて画像信号に変換される。
【００４３】
　読出回路１５による画像信号の読出方法も、表１の相関テーブルの第２行目の条件に基
づいて行われ、互いに隣接する２×２(＝４)画素の画像信号を１画素分の画像信号として
読み出すように制御される（ステップＳ７）。即ち、変換素子１４ａのうち、互いに隣接
する最上列２列の各変換素子の転送部１４ｂに同時に転送パルスＰが送られ、転送部１４
ｂであるＴＦＴにスイッチ信号が入力される。また、隣接するマルチプレクサ１５ａの２
つのスイッチ１５ｂが同時に接続され、隣接する４画素の画像信号が同時に加算して読み
出される。
【００４４】
　この隣接するマルチプレクサ１５ａの２つのスイッチ１５ｂの同時接続を左から右に順
次に繰り返すことにより、最上列２列分の画像信号の読み出しが４画素毎に完了し、この
動作を最上列から最下列へ順次に繰り返すことにより４画素の画像信号を１画素分として
読み出すことができる。
【００４５】
　以上のように画像信号として読み出され、表示部１７に表示される（ステップＳ８）。
表示された心臓近辺ＨのＸ線画像は、隣接する４画素の画像信号を１画素分として表示さ
れた中解像度の画像である。一方、隣接する４画素に照射されるＸ線量が加算されて、１
画素分の画像データとして扱われるので、表示される１画素分の見かけ上のＸ線量は約４
倍となる。
【００４６】
　更に別の例として、関心領域Ｃを撮影するために、撮影者が照射野設定手段２２により
照射野ＲをＲ３に設定すると（ステップＳ３）、Ｘ線絞り１２が再び所定量閉じて（ステ
ップＳ４）、被検体Ｐの関心領域ＣのみにＸ線が照射される。このとき、照射野設定手段
２２による設定値又は開度検知手段２０による開度値の何れかが制御部２１に送信され（
ステップＳ５）、表１の相関テーブルの第１行目に基づいた照射条件によりＸ線が照射さ
れる（ステップＳ６）。即ち、Ｘ線の管電圧（Ｖ）は一定値Ｖ１のままであるが、管電流
（Ａ）は大電流Ａ３となる。
【００４７】
　照射されたＸ線は被検体Ｐの関心領域Ｃを透過してＸ線平面検出器１４に入射後に、読
出回路１５により読み出されて画像信号に変換される。読出回路１５による画像信号の読
出方法も表１の相関テーブルに基づいて行われ、１画素の画像信号を１画素分の画像信号
として読み出すように制御され（ステップＳ７）、表示部１７に表示される（ステップＳ
８）。
【００４８】
　このように画像信号として読み出され、表示部１７に表示された関心領域ＣのＸ線画像
は、１画素の画像信号を１画素分として表示された高解像度の画像であり、表示される１
画素分の見かけ上のＸ線量はＸ線管球１１から照射されたＸ線量そのものとなる。
【実施例２】
【００４９】
　実施例１では、隣接する変換素子１４ａに蓄積された画像信号の加算を読み出す段階で
行っているが、画像信号を各変換素子１４ａ毎に個別に読み出しデジタル画像データに変
換した後に、隣接する画像データの加算処理を演算部１９において行い、このＸ線画像を
表示するようにしてもよい。また、各照射野Ｒの撮影で解像度を変える必要がなければ、
照射野Ｒの切換えに応じて管電流（Ａ）のみ連動するように、相関テーブルを設定しても
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よい。
【００５０】
　図５は実施例２のフローチャート図である。表２は実施例２における照射野の大きさと
読出方法又は演算方法に連動するＸ線の照射条件との相関テーブルを示している。
【００５１】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表２
　　照射野Ｒ　　　　管電圧（Ｖ）　　管電流（Ａ）　読出方法／演算方法
　Ｒ≦Ｒ３　　　　　　Ｖ１　　　　　Ａ３　　　　　　画素加算なし
　Ｒ３＜Ｒ≦Ｒ２　　　Ｖ１　　　　　Ａ２　　　　　　４画素加算
　Ｒ２＜Ｒ≦Ｒ１　　　Ｖ１　　　　　Ａ３　　　　　　画素加算なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ２　　　　　　４画素加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ１　　　　　　１６画素加算
【００５２】
　また、図１のブロック構成図において、被検体Ｐの透視撮影中での読出回路１５の読出
方法又は演算部１９の演算方法が、入力手段２３から変更可能とされている。
【００５３】
　このような構成の撮影装置を使用した撮影手順として、例えば実施例１と同様に照射野
Ｒ１に設定されて、デフォルト条件としてＸ線の管電圧（Ｖ）がＶ１、管電流（Ａ）がＡ
１の照射条件下で撮影が開始され、隣接する１６画素を１画素分として表示された胸部全
体ＢのＸ線画像が観察された後に（ステップＳ１０）、この胸部全体Ｂの画像をより高解
像度、例えば４倍の解像度で観察したい場合に、実施例１では照射野ＲをＲ２に狭くしな
ければ解像度を上げることができない。
【００５４】
　しかし本実施例２では、読出方法又は演算方法を入力手段２３の操作により「４画素加
算」に設定すると（ステップＳ１１）、制御部２１が表２の相関テーブルに基づいてＸ線
管球１１及び読出回路１５又は演算部１９を制御することにより、照射野Ｒ１のままで管
電流（Ａ）がＡ１からＡ２に切換わり（ステップＳ１２）、隣接する４画素の画像データ
が１画素分として表示される（ステップＳ１３）。
【００５５】
　同様に、更に高解像度で観察したい場合には、読出方法又は演算方法を「画素加算なし
」に設定すると（ステップＳ１４）、管電流（Ａ）がＡ２からＡ３に切換わり（ステップ
Ｓ１５）、１画素の画像データが１画素分として表示される（ステップＳ１６）。従って
、照射野Ｒの大きさを変えることなく、より高解像度の画像の観察が可能となり、臨機応
変な所望の撮影が可能となる。
【実施例３】
【００５６】
　表３は実施例３における照射野Ｒの大きさと、Ｘ線の照射条件と連動する読出方法又は
演算方法との相関テーブルを示している。
【００５７】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表３
　　照射野Ｒ　　　　管電圧（Ｖ）　　管電流（Ａ）　読出方法／演算方法
　Ｒ≦Ｒ３　　　　　　Ｖ１　　　　　Ａ３　　　　　　画素加算なし
　Ｒ３＜Ｒ≦Ｒ２　　　Ｖ１　　　　　Ａ２　　　　　　４画素加算
　Ｒ２＜Ｒ≦Ｒ１　　　Ｖ１　　　Ａ２≦Ａ≦Ａ３　　　４画素加算
　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ１≦Ａ≦Ａ２　　　１６画素加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ３　　　　　　画素加算なし
【００５８】
　また、図１のブロック構成図において、被検体Ｐの透視撮影中でのＸ線管球１１の管電
流（Ａ）が入力手段２３から変更可能とされている。
【００５９】
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　このような構成の撮影装置を使用した撮影手順として、図５に示すフローチャート図に
おいて、例えば実施例１と同様に照射野Ｒ１が設定されて、デフォルト条件としてＸ線の
管電圧（Ｖ）がＶ１、管電流（Ａ）がＡ１の照射条件下で撮影が開始され、隣接する１６
画素を１画素分として表示された胸部全体ＢのＸ線画像が観察された後に（ステップＳ１
０）、この胸部全体Ｂの画像をより高Ｓ/Ｎで鮮明な画像で観察したい場合に、実施例１
では照射野ＲをＲ２に狭くしなければ管電流（Ａ）を大きくすることができない。
【００６０】
　しかし本実施例４では、Ｘ線管球１１の管電流（Ａ）を入力手段２３の操作によりＡ１
＜Ａ≦Ａ２の範囲内の値に設定すると（ステップＳ１１）、照射野Ｒ１のままで読出方法
又は演算方法が切換わり（ステップＳ１２）、隣接する４画素の画像データが１画素分と
して表示される（ステップＳ１３）。
【００６１】
　同様に、更に鮮明に観察したい場合には、管電流（Ａ）をＡ２＜Ａ≦Ａ３の範囲内の値
に設定すると（ステップＳ１１）、再び読出方法又は演算方法が切換わり（ステップＳ１
２）、１画素の画像データがそのまま１画素分として表示される（ステップＳ１３）。従
って、照射野Ｒの大きさを変えることなく、より高解像度、高Ｓ/Ｎの鮮明な画像が観察
可能となり、臨機応変な所望の撮影が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　実施例では、Ｘ線平面検出器１４としてＸ線強度を直接的に電荷に変換するもので構成
したが、例えば検出器の全面に蛍光体を積層してＸ線強度を可視光に変換し、この光強度
を電荷に再変換するもの等の他の検出器を使用しても支障はない。
【００６３】
　また、絞り手段１２の開度情報又は照射野情報に連動するＸ線管球１１の照射条件、Ｘ
線平面検出器１４から画像情報を読み出す方法、隣接する画素から読み出された画像情報
の加算方法を関連付ける相関テーブルの各制御パラメータ及びその値は、上述の実施例に
限定されず、撮影や診断の目的に要求される所望のＸ線画像に応じて自在に設定可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】実施例１のＸ線透視撮影装置のブロック構成図である。
【図２】Ｘ線平面検出器と読出回路の構造と作動の概念図である。
【図３】撮影部位と照射野の説明図である。
【図４】実施例１のフローチャート図である。
【図５】実施例２～４における作動フローチャート図である。
【図６】従来のＸ線透視撮影装置のブロック構成図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１１　Ｘ線管球
　１２　Ｘ線絞り
　１４　Ｘ線平面検出器
　１５　読出回路
　１６　画像処理部
　１７　表示部
　１９　演算部
　２０　開度検知手段
　２１　制御部
　２２　照射野設定手段
　２３　入力手段
　２４　記憶部
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　Ｐ　被検体
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３　照射野

【図１】 【図２】
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